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                 提 言 ・ 実 践 首 長 会  
 
 
 三位一体改革（地方財政自立改革）は、本来、我が国の「中央集権型システム」を

「地方分権型システム」に転換し、持続可能な経済・社会に“再生”していくための

ものであったはずである。しかし、ここに来て、国は地方の手足をがんじがらめに縛

り上げ、逆に中央集権を強める方向に歯車が回り始めようとしている。 
 新しい日本をつくる国民会議（21 世紀臨調）知事・市町村長連合会議と提言・実践

首長会を構成する知事及び市町村長は、このままでは、我が国が予想以上の速さで“破

局”を迎えることになるのではないかとの強い危機感を抱き、狂い始めた歯車の動き

を本来あるべき方向に戻すべく、知事と市町村長が一枚岩となったオール地方の立場

で、ここに決意表明と緊急のアピールを行う。 
 
１ 政府は、改革の原点を今一度思い起こして、地方分権につながる改革を断固と

して進めるべきである。 
○ 政府は、構造改革の柱の一つとして三位一体改革を行うこととした原点を見失っているので

はないか。 
昨年６月の骨太方針の取りまとめに当たり、小泉総理大臣は、「三位一体の改革は、『官から

民へ』、『国から地方へ』の考え方の下、『地方が自らの創意工夫と責任で政策を決める』、『地

方が自由に使える財源を増やす』、『地方が自立できるようにする』ことを目指すもの」と明快

に述べているのに、事業所管の各省庁の主張はこれに逆行するようなものばかりである。  
○ 自民党の政権公約においても、「三位一体改革」による地方分権の推進を掲げ、「地方の行財

政運営に支障が生じないよう適切な財源移譲を行う」、「2006 年度までに補助金について約 4
兆円の廃止・縮減等を行う･･･」等と明確に記しており、政府は、国民との約束を果たす政治的

責任がある。 
 
２ 政府は、地方六団体の「国庫補助負担金等に関する改革案」を最大限尊重し、

３兆円の税源移譲を前提とした最終案を取りまとめるべきである。 
○ 政府は、骨太方針 2004 において「税源移譲は概ね３兆円規模を目指す」と明記のうえ、そ

の前提として地方に国庫補助負担金改革の具体案を要請した。   
これを受       け、地方側は、小異を捨て大変厳しい選択の末に大同団結して一つ

の成案を提出したのに、各省庁が個別ばらばらに反対意見を述べるだけであり、政府としての

一つのまとまった代替案となっていない。 
  もし、政府が代替案を出すのであれば、３兆円規模の税源移譲につながる廃止リストを提示



することは当然であり、それができないのであれば、地方案を基本として改革の全体像を取り

まとめるべきである。 
 ・ 補助負担金の改革に当たっては、地方の裁量の発揮や自由度の拡大に逆行するような補助

率・負担率の引下げや単なる補助金額の削減等は、改革の趣旨に反していることは明らかで

あり、絶対に受け入れられないこと。 
 ・ また、国庫補助負担金を交付金化することについても、国が地方に分け与える構図には変

わりなく、地方への影響力を保持するためのものであり、また、住民にとっても受益と負担

の関係の明確化につながらないので、容認できないこと。 
 ・ 国庫補助負担金の見直しと合わせて、必置規制など制度的な国の規制や関与も抜

本的に見直すべきであること。 
○ 政府は、この改革の推進が、国・地方を通じた人員削減・事務コストの削減などの行財政改

革につながることを十分に認識すべきである。 
 
３ 国の歳出削減を目的とした、不合理な地方交付税総額の削減は断じて許されな

いものであり、地方交付税の見直しに当たっては、地方の意見・実情を十分に踏

まえるべきである。 
○ 財務省は、地方財政計画の表面的な事象のみを捉え、現場の地方行財政運営の実情を無視し

た机上の論理だけで７．８兆円という巨額の地方交付税の削減案を示したが、こうした暴挙が

行われれば、骨太方針 2004 における「地方団体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額

を確保」するどころか、地方財政が危機的状況に陥ることにもなりかねない。 
○ 地方財政計画と決算の乖離については、投資単独事業費だけではなく、一般行政経費等も含

め、全体として議論を行い、適正な行政水準の検討を行った上で、同時一体的に見直しを行う

べきである。また、地方財政計画の作成に当たって、地方の意見を聞く場を常設すべきである。 
○ 税源移譲に伴い地方交付税の原資が減少することとなるので、地方交付税率の引上げや新た

な地方交付税の原資となる税目の追加等により、総額を確保すべきである。 
 
４ 小泉総理の強力なリーダーシップの発揮により、改革断行について早急に決断

すべきである。 
○ このままでは、三位一体改革は、国の財政再建のためだけの単なる一手段で終わってしまい

かねない。そのために地方が犠牲になり、ひいては地方の集合体である日本国家全体の国力を

蘇生不能なまでに低下させてしまうことにならないか、大変危惧している。 
○ こうした状況を打開するため、小泉総理大臣の強力なリーダーシップの発揮により、地方六

団体の「改革案」を基本とした全体像を取りまとめる決断を早急に下すべきである。 
 
５ 平成 19 年度以降についても、中期的視点からの改革の道筋をつけておくべきで

ある。 

○ 平成 18 年度までの４兆円規模の改革だけでは、「分権国家」にはたどり着かない。19 年度以

降の第 2 期改革についても、消費税から地方消費税への税源移譲など中期的視点に立った道筋

をつけておくべきである。 
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